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令和５年度 都道府県単位保険料率の決定について

標記について、健康保険法（大正11年法律第70号）第160条第1項の規定に基づき、都道府県
単位保険料率の変更がある都道府県について、以下のとおり決定する。

１．都道府県単位保険料率

２．適用時期

令和5年3月分（任意継続被保険者にあっては、同年4月分）の保険料額から適用
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　 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

平均 10.00 10.00 10.02 10.02 10.02 10.02 10.01 10.05 9.96

分散 0.005 0.010 0.022 0.030 0.044 0.057 0.061 0.092 0.063

標準偏差 0.071 0.101 0.147 0.174 0.209 0.238 0.248 0.303 0.250

激変緩和率 0.30 0.44 0.58 0.72 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00

インセンティブ（％） - - - - - 0.004 0.007 0.007 0.010

最高料率 10.21 10.33 10.47 10.61 10.75 10.73 10.68 11.00 10.51

最低料率 9.86 9.79 9.69 9.63 9.63 9.58 9.50 9.51 9.33
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注１）激変緩和及びインセンティブ反映後の保険料率。

２）「平均」は47支部の単純平均であり、全国平均（総報酬による加重平均）とは異なる。

（％）

年度

都道府県単位保険料率の分散状況の推移

※分散とは、平均値からのばらつき具合を測る指標。値が大きくなるほど、ばらつきは大きい。なお、標準偏差は、分散の二乗根。

○ ここ数年の保険料率の分散の推移をみると、令和２年度までは、激変緩和措置の影響により前年度と比べて大きくなっており、令和４年度の分散につい
ては、新型コロナウイルス感染症の影響により、大きくなったが、令和５年度の分散については、令和３年度と同程度となった。

4



機密性２機密性２

　 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

平均 10.00 10.01 10.02 10.02 10.02 10.02 10.01 10.06 9.96

分散 0.055 0.053 0.061 0.058 0.059 0.058 0.061 0.091 0.064

標準偏差 0.235 0.230 0.248 0.241 0.244 0.240 0.247 0.301 0.253
（参考）分散

（激変緩和後・インセ
ンティブ反映後）

0.005 0.010 0.022 0.030 0.044 0.057 0.061 0.092 0.063
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注１）激変緩和及びインセンティブ反映前の保険料率。

２）「平均」は47支部の単純平均であり、全国平均（総報酬による加重平均）とは異なる。

（％）

年度

（参考）都道府県単位保険料率（激変緩和前、インセンティブ反映前）の分散状況の推移

※分散とは、平均値からのばらつき具合を測る指標。値が大きくなるほど、ばらつきは大きい。なお、標準偏差は、分散の二乗根。

○ 激変緩和が導入されていた令和元年度までは、激変緩和前の分散は同程度で推移していた。
○ インセンティブ制度導入後、令和２年度から５年度の分散をみると、インセンティブ反映前後で大きな変化はみられなかった。

5



機密性２

6



機密性２

7



機密性２

○ 更なる保健事業の充実に係る広報については、協会がより一層保健事業に注力していくことを加入者・事業主へ幅広く周

知し、自ら健康づくりに取り組む加入者・事業主を増やすことを目的とする。

○ 令和5年度都道府県単位保険料率に係る広報においては、都道府県単位保険料率と保険料率設定の仕組を周知し、

加入者・事業主の取組で保険料率が下がる仕組であることをご理解いただく。

○ 加えて、どちらの広報においても、自己負担額軽減をアピールしつつ、生活習慣病予防健診等の受診を勧め、健診結果に

応じ、特定保健指導の利用や医療機関への確実な受診を行うといった健康づくりのサイクルの定着の重要性をご理解いた

だき、行動変容を促すことを目的とする。

１．広報の目的

更なる保健事業の充実・令和5年度保険料率に係る広報の対応について

○ 新聞広告による広報

・更なる保健事業の充実 ・・・ 読売新聞（全面広告）、地方第一紙（全5段広告）

・令和5年度保険料率 ・・・ 読売新聞（全面広告）

○ Webによる広報

・更なる保健事業の充実、令和5年度保険料率 ・・・ それぞれ特設ページを開設

○ 紙媒体による広報物の作成

・更なる保健事業の充実 ・・・ チラシ（参考）、ポスターを作成、支部が関係団体に広報依頼を行う際等に活用

・令和5年度保険料率 ・・・ リーフレット(保険料額表)、ポスターを作成

リーフレットは2月発送分の納入告知書に同封し、事業所へ送付

２．本部における対応
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○ 新聞広告による広報

・令和5年度保険料率 ・・・ 佐賀新聞フロント１面（全3段モノクロ）

○ 関係団体（商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等）

・更なる保健事業の充実、令和5年度保険料率 ・・・ 訪問を通じて、機関紙、会報誌への記事掲載等を依頼

○ その他支部独自の広報

・ワイヤーママ佐賀版（フリーペーパー）4月号（1頁カラー）
・佐賀新聞 Fit ECRU（全3段見開きカラー）

３．支部における対応
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2022（令和4）年度 2023(令和5)年度
2024
年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 8月 12月 1月 2月 3月 4月

特設ページ

WEB広告

新聞広告
メルマガ

●

納入告知書 ●

関係団体を通じ
た広報

● ●

GE、医療費通知 ●GE
医療費

●

LP

WEB広告

納入告知書
（料額表）

● ●

新聞広告
メルマガ

● ●

関係団体を通じ
た広報

● ●

納入告知書 ● ● ●

健診パンフ ● ●

その他

更なる保健事業の充実および令和５年度保険料率広報に係るスケジュール

全国紙、地方紙（本部）
メルマガ（支部）

全国紙（本部）
メルマガ（支部）

全
体
像

個
別
項
目
（
料
率
広
報
）

特設ページ公開

WEB広告

WEB広告

記事掲載（支部） 記事掲載（支部）

WEB広告

LP公開 LP公開

依頼
（本部、支部）

記事掲載
（支部）

記事掲載
（支部）

・・・ ・・・

様々なタイミングで周知（納入告知書、各種セミナー案内時など）（支部）

依頼
（本部、支部）

依頼
（本部、支部）

依頼
（本部、支部）

LDL

個
別
項
目

健診自己
負担軽減

付加健診
対象拡大

全国紙（本部）
メルマガ（支部）

地方紙
（支部）

地方紙
（支部）
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